
平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

四

七

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
四
七
号

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
三
の
「
寄
付
の
禁
止
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
三
の
「
寄
付
の
禁
止
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
九
条
の
三
は
、
公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う

と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
が
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
又
は
団
体
が
行
う
寄
附

に
つ
い
て
規
制
し
て
い
る
が
、
個
々
の
事
案
が
同
条
の
「
氏
名
が
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

三
に
つ
い
て

「
政
党
総
支
部
長
た
る
国
会
議
員
は
、
氏
名
の
表
示
が
な
け
れ
ば
金
品
を
有
権
者
に
自
由
に
寄
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
」
る
と
の
御
指
摘
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
党
の
支
部
が
行
う
寄
附
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い

て
は
、
政
党
の
政
治
活
動
の
自
由
に
関
連
す
る
事
柄
で
あ
り
、
各
党
各
会
派
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
く
べ
き
も
の
と
考
え

て
い
る
。


